
(重要事項説明書別紙1） R6.6～

【基本項目】訪問介護費（1単位＝1円、2割負担の方は2倍、3割負担の方は3倍の料金になります）

20分未満 163単位／回 身体介護

20分以上30分未満 244単位／回 身体介護

30分以上1時間未満 387単位／回 身体介護

1時間以上1時間半未満 567単位／回 身体介護

その後30分を増すごとに +82単位／回 身体介護
身

体

+

生

活

引き続き生活援助を行った場合

(20分から25分ごとに）

+65単位／回

(195単位を限度)
身体介護+生活援助

20分以上45分未満 179単位／回 生活援助

45分以上 220単位／回 生活援助
乗

車
片道あたり 97単位／回 通院等乗車降車介助

【加算項目】（★は、対象者・対象時のみの加算となります）

100/1000

介護員の研修・健康診断・会議・緊急時対応訓練などを適

切に行っている事業所に対する評価加算です（一月の総単

位数に乗じます）

★ 200単位／回
初めてのご利用となる月内にサービス提供者が訪問した場

合に算定します。

★ 100単位／月

訪問リハビリを受けている方で、サービス提供責任者と訪

問リハビリ専門職員が共同で介護計画を作成した場合に算

定します。

★ 100単位／回 
ご契約者やご家族からの要請を受けて緊急で訪問した場合

に算定します。

245/1000

職員の賃金改善と質の向上に取り組み、実施している事業

所として評価加算を頂いております。（一月の総単位数に

乗じます）

★ 250/1000
夜間（18時～22時）、早朝（6時～8時）の時間帯は割増賃

金となります。

介護職員等処遇改善加算Ⅰ

緊急時訪問介護加算

夜間・早朝割増

■あじさい園ホームヘルパーステーション　介護サービス費

身
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護
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活
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助

特定事業所加算Ⅱ

初回加算

生活機能向上連携加算Ⅰ


